
募 集 要 項

1 応募における欠格事項等

(1)航 空自衛隊新田原基地は、応募者が次の各号の一に該当すると認められる
ときは、応募における欠格事項とし、その出店を認めない。

ア 法人等 (個人、法人又は団体をいう。)の役員等 (個人である場合はその
者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事

務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に
実質的に関与している者をいう。)が 、暴力団 (暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律 (平成 3年法律第 77号 )第 2条 2項に規定する暴力
団をいう。以下同じ。)又 は暴力団員 (同法 2条 6項に規定する暴力団員を
いう。以下同じ。)であるとき。
イ 役員等が、自己、自社若 しくは第二者の不正の利益を図る目的又は第二者
に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている

とき。

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金を供給 し、又は便宜を供与
するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若 しくは関

与しているとき。
工 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知 りながらこれを不当に利用
するなどしているとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい
るとき。

(2)航 空自衛隊新田原基地は、応募者が自ら又は第二者を利用 して次の各号の
一に該当する行為をした場合は、応募における欠格事項 とし、その出店を認

めない。

ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 出店に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
工 偽計又は威力を用いて航空自衛隊新田原基地の業務を妨害する行為
オ その他前各号に準ずる行為
(3)航 空自衛隊新田原基地は前記の (1)、 (2)の規定により、応募者の出店を認
めなかった場合において、これにより応募者に生じた損害について、賠償な

いし補償はしない。

また、応募者は、航空自衛隊新田原基地が前記の (1)、 (2)の 規定により、

応募者の出店を認めなかった場合において、航空自衛隊新田原基地に損害が

生じたときは、その損害を賠償するものとする。

※ 上記の資格を満たしていたとしても、過去の新田原エアフェスタヘの出店
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(1)

2

3

の際、基地側 の統制 (注意、指導等)に 従わなかった業者 は出店 を断る場合
がある。この場合 において も前記 の (3)に 同 じく、応募者 の出店 を認 めなかっ

た場合 に、応募者 に生 じた損害について、航空 自衛 隊新 田原基地は賠償 ない

し補償 は しない。

販売品 目

たばこ等

たばこ及び附随す る機器の販売

その他

喫煙所の設置 と運営 を行い、ゴ ミ及び吸い殻 は出店業者側が持 ち帰 ること

を条件 とす る。

実施 日等 (予定 )

出店 日

令和 7年 12月 6日 (土 )、 12月 7日 (日 )
※ 当 日の天候等 によ り、中止 となる場合がある。
販売時間等

午前 8時か ら午後 3時 (基準 )
※ 当 日の天候等によ り新 田原エアフェスタ 2025の 時程が変更 された場
合 には、販売時間が変更になる場合がある。

また、販売時間内において販売物品が完売 して も、担 当者 が指示す るまで

売店の撤収 はできない。

その他参考

過去同規模 のエアフェスタ開催時の来場者 は、 1日 目約 1万人、 2日 目約
5万人。
販売方法等

販売 区画

1業者 1区画 19.44ぽ ((間 口)5.4m× (奥行)3.6mを 基準)の 範囲
内 とす る。

電気、水の供給

基地側での電気、水の供給は行わない。 出店に必要な場合 は、出店業者で

準備す ること。

使用料等

国有財産法の規定に基づ く土地使用料及びその他、出店に関 して発生 した

費用等が必要 となる。

支払方法等 については、出店業者事前説 明会の際に説明を実施す る。

資材等

出店 に必要な資材等は、出店業者 で用意す ること。

その他の事項

ア 基地内への立入 、車両運行及びテ ン ト設置等 については、基地側 の指示
に従 うこと。

イ 係員 による売店の巡視指導 を行 うので、その指示 に従 うこと。
従わない場合 は、その時点で販売 中止等の処置を行 う場合がある。

ウ 販売終了後は、売店周辺の清掃 を確実に実施 し、基地側 の点検 を受 ける
もの とす る。 また、 ゴミ袋、清掃用具は、出店者で準備す ること。
工 駐車場 には限 りがあ り、基地乗入台数については、 1業者 当た り 1台 と
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する。
5 応募要領等
(1)応募要領
二墓童二座星 とユ査三二当童⊇重数昼墓と竺ゴ 登―
書類 の提 出は、郵送 とす る。

(2)提 出書類
出店 申請 に必要な書類

(3)

(4)

(5)

令 和 7年 9月 26日 (金)必着
ア 新田原エアフェスタ2025売 店出店申請書    (別 紙様式第 1)
イ 誓約書 1                   (別 紙様式第 2)

ウ 誓約書 2                   (別 紙様式第 3)
工 委任状                     (別 紙様式第 4)
オ 販売商品内訳書                 (別 紙様式第 5)
力 役員名簿                    (別 紙様式第 6)
キ 基地入門者名簿                 (別 紙様式第 7)

※名簿記載者以外の販売行為等に係る立ち入 りを一切許可 しない。

ク 売店業者臨時入門証 (台紙)           (別 紙様式第 8)

※ 「キ 基地入門者名簿」の人員と離嬬がないように注意されたい。
ケ 基地乗入車両届                 (別 紙様式第 9)
コ 法人の場合 :「登記簿謄本」、「納税証明書 (そ の 3の 3)」
※全国審査結果通知書 (全省庁統一資格)を有する者に限 り、写しを
もって上記の書類に代えることができる。

サ 個人等の場合 :代表者の 「戸籍抄本」、「住民票抄本」、「納税証明書
(そ の 3の 2)」
※マイナンバー (個人番号)を 除き、記載事項は省略しない。
個人情報に関すること
提出された書類については、新田原エアフエスタ 2025の 運営に関して
のみ使用し、それ以外の目的には一切使用しない。
提出先

T889-1492
宮崎県児湯郡新富町大字新田 19581
航空自衛隊 新田原基地 第 5航空団基地業務群業務隊厚生班
新田原エアフェスタ 2025売 店係
その他

提出期日までに必要書類の提出がない場合は、出店の意思がないものと見

なし、出店を認めない。また、提出があった場合でも必要書類の内容に不備

(提出書類の漏れ 。記入漏れ等)が あった場合も同様 とする。
提出書類に不明な点がある場合は、提出前に必ず問い合わせされたい。

6 出店業者事前説明会
(1)日 時 (予 定 )
令和 7年 11月 10日 (月 )午後 2時 30分 ～
※  入 門時 間 は、午後 2時 か ら午後 2時 20分 まで とする。
正門付近での待機は基地業務に支障をきたすため時間前に到着した場
合は、入門時間まで正門外にて待機されたい。
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また、正門にて受付する際、_身分を確認_(顔写真付さ)― る_もの_(免
許証等)及び車検証が必要 となるので、注意 されたい。

(2)説 明会場
航空 自衛隊新 田原基地内 本部庁舎 3階 会議室
(3)そ の他
参加者 は原則 として、代表者又はエアフェスタ 2025当 日の販売責任者
とする。当該説明会に参加 されない応募業者の方は、出店意思がないものと

みなし、出店を認めないので、あらかじめ承知されたい。
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別紙様式第 1～ 9

※ 提出の際は、ホームページに掲載 している「別紙様式第 1～ 9」 を使用 し、
その作成においては、作成要領を良く確認の上で作成 して下さい。

なお、ホームペー ジは募集期 終 了後掲載 され ませんので、予備の書類をお

持 ち頂 くことをお勧 め します。

提出書類の不足、提出書類に必要事項の記載がないもの及び、作成要領に明

らかに沿っていないもの等、提出書類に不備があった場合は失格とりますので、

送付前によく確認 し送付して下さい。

なお、作成要領が不明な場合は、担当者までお問い合わせ下さい。

また、作成の際は、示している各様式を用いていれば、申請者が各自で作成

したものであっても、差し支えありません。

ただし、「 (別紙様式第 8)売店業者臨時入門証 (台紙)」 については各自
二生成童ず_l三全_g2_∠ _口_二 LL上_畳三二OLZ二旦]趾_生生の菫菫生星_L玉 工杢
い 。

]

-1492 宮崎県児湯郡新富町大字新田 19581
衛隊 新田原基地 第 5航空団基地業務群業務隊厚生班
エアフェスタ 2025売 店係
83-35-1121(内 線 5715)
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別紙様式第 1

令和 7年 9月   日
航空 自衛 隊新 田原基地司令 殿
(業 務隊長気付 )

出店 日 (い ず れ か に /を す る。)

□ 12月 6日 (土)及 び 12月 7日 (日 )

□ 12月 7日 (日 )

新 田原エアフェスタ 2025売 店 出店 申請書

ふ りが な

業者名

T

住所 (事業所 )
ふ
代
り が な

表者名

電話 (事業所 )

T

住  所 (自宅)

生年月 日

電話 (自 宅 )

_り がな

※担 当者  氏名
=E=エ甲 ,面 白

新 田原エアフェスタ 2025に おいて、下記の とお り売店 を出店 したいので必
要書類 を添付 して申請 します。

なお、 この申請書及び添付書類、並びに提 出を要す る全ての必要書類の記載事

項について、事実 と相違 ない ことを誓約 します。

記

※両 日

※ 1日 のみ

2 提 出書類
(1)誓約書 1(別紙様式第 2)   (7)売 店業者臨時入門証 (台紙 )(別紙様式第 8)
(2)誓 約書 2(別 紙様式第 3)   (8)基 地乗入車両届 (別紙様式第 9)
(3)委任状 (別紙様式第 4)    (9)登 記簿謄本、納税証明書 (法人の場合 (そ
(4)販 売商品内訳書 (別紙様式第 5) の 3の 3))
(5)役 員名簿 (別紙様式第 6)   (10)戸 籍抄本、住民票抄本、納税証明書 (個 人
(6)基 地入門者名簿 (別紙様式第 7) の場合 (そ の 3の 2))
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別紙様式第 2

誓  約  書  1

|

□ 私
□  当社
は、下記 1及 び 2の いずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約 します。
この誓約が虚偽であ り、又はこの誓約に反 したことにより、当方が不利益を被ることと

なっても、異議は一切 申し立てません。

また、航空 自衛隊新 田原基地において必要 と判断 した場合に、出店応募のために当方が

提出 した申請書類一式に記載 された、当方の個人情報一切を警察に提供することについて

同意 します。

新 田原エアフェスタ 2025臨 時たばこ売店の出店業者 として不適当な者
(1)法 人等 (個 人、法人又は団体をい う。)の役員等 (個 人である場合はその者、法人であ
る場合は役員又は支店若 しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をい う。)の 代表者、

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与 している者をい う。)が 、

暴力団 (暴 力団員による不当な行為の防止等に関す る法律 (平成 3年法律第 77号 )第
2条 2項 に規定する暴力団をい う。以下同 じ。)又 は暴力団員 (同 法 2条 6項 に規定す
る暴力団員をい う。以下同 じ。)で あるとき。
(2)役 員等が、自己、自社若 しくは第二者の不正の利益を図る目的又は第二者に損害を加

える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3)役 員等が、暴力団又は暴力団員に対 して、資金を供給 し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力 し、若 しくは関与 しているとき。

(4)役 員等が、暴力団又は暴力団員であることを知 りなが らこれを不当に利用するなどし

ているとき。

(5)役 員等が、暴力団又は暴力団員 と社会的に非難 されるべき関係を有 しているとき。

2 新 田原エアフェスタ 2025臨 時たばこ売店の出店業者 として不適当な行為をす る者
(1)暴 力的な要求行為を行 う者

(2)法 的な責任を超 えた不当な要求行為を行 う者

(3)出 店に関 して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行 う者

(4)偽 計又は威力を用いて航空 自衛隊新田原基地の業務を妨害する行為を行 う者

(5)そ の他前各号に準ずる行為を行 う者

航空 自衛隊新 田原基地司令 殿

令 和 7年 9月   日

住   所

ふ りがな

業 者 名

ふりがな
代表者名
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別紙様式 第 3

誓  約  書  2

新田原エアフェスタ 2025に おける売店の出店に際 し、その新田原基地の指示に従い、
関係法令 と共に次に掲げる事項を厳守 し、公序良俗に反 しないことを誓約 します。

この誓約が虚偽であ り、又はこの誓約に反 したことにより、出店を差 し止められる等、当

方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

1 代表者は出店に関する全ての行為について、関係法令の定めるところによ り全ての責
任を負います。

2 出店に際 して認められた 目的以外の行為は一切行いません。
3 出店の意思がなくな り、若 しくは出店が不可能 となった場合には速やかに基地側 に連
絡 し指示を受けます。

4 安全管理に万全を尽 くし、火気の使用、車両の運行等について基地側の指示に従い、事
故の未然防止に努めます。

特に、ガソリン等の燃料油脂類を取 り扱 う場合においては使用機器の取扱説明書に記

載 された安全上の留意事項を厳守 し、細心の注意をもって取 り扱います。

5 食品を販売又は取 り扱 う場合においては、食品衛生法の定めるところにより衛生管理
に十分に配慮 し、基地側及び保健所の指導に従い食中毒の発生防止に努め、販売責任者の

責任のもと、確実に細菌検査を実施 します。

6 販売商品及び販売価格は基地側が容認する範囲のもとし、有害な商品及び基地側が不
適 と判断するものについては販売 しません。

7 出店に際 し、基地側の施設、物品等を滅失又は破損等 した場合は、速やかに報告す ると
ともに、これを現状に回復 し、又は破損等を賠償 します。

8 出店申請及び出店に関 して発生 した費用等はすべてこれを負担 します。
新 田原エアフェスタ 2025が 中止又は内容等が変更 された場合 も同様 とし、これに
よって発生 した費用、損害等について一切基地側に請求いた しません。

9 その他出店に関 して疑義を生 じた場合はその都度基地側 と協議 し、指示を受けます。

航空 自衛隊新田原基地司令 殿

令和 7年 9月   日

住   所

彗響
｀
危:

ふ りがな

代 表者 名
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別紙様式第 4

状

新 田原エアフェスタ 2025臨 時売店代表者 殿

下記事項 について委任 します。

記

1 新田原エアフエスタ 2025売 店出店における国有財産 (土地)使用許可の
申請手続き等に関すること。

2 新田原エアフェスタ 2025売 店出店及びこれに関して発生した費用等諸経
費の支払い事務手続きに関すること。

令 和 7年 9月   日

ふ りがな

業 者 名

ふ りがな

代表者名 :

・

´

´

イ
＋
■

た

に
男ミ
考て
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別紙様 式第 5

販 商 内 [彗
申

業者名 :

NO. 販 売 商 品 販売価格
いずれかに○

備  考
陳列 会場調理

当 日 円

市価 円

当 日 円

市価 円

当 日 円

市価 円

当 日 円

市 価 円

当 日 円

円

当 日 円

市 価 円

当 日 円

市価 円

当 日 円

市価 円

当 日 円

市価 円

当 日 円

市価 円

※令和 7年 9月 26日 (金 )必着

注)こ の内訳表は、販売 された商品に対する苦情等に際 し、販売店を特定す るために使
用 しますので、全ての販売商品について記入 して下 さい。

新田原エアフェスタ2025当 日、本内訳書と販売商品の照合確認を実施 しますので、
これに記入 した商品以外の販売はご遠慮願います。 (販売商品が多い場合は、各 自で作成

されたものであっても良いですが、本様式に基づき作成 して下さい。)

〓冗
ロ

口ロ
口
べ
一〓
Ｄ

10//16

※本用紙 は、提 出後 に販売商品の確認 をす ることがあ りますので、必ず コピーな

どして控 えを とるよ うに して下 さい。

1市価

|



役 員 名 簿

商号又は氏名

所  在  地

役  職  名

(フ リガナ

氏   名

生年月 日 性 別 住 所

*

別紙様式第 6

法人の場合は、役員又は支店若しくは営業所の代表者及び経営に実質的に

関与している者を記載する。

団体の場合は、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

記載する。

11/16

*



別紙様 式第 7

基 地 入 門 者 名 簿

業者 名 :

※複数枚提出の場合、「当 日の販売責任者」欄は 2枚 日以降の記入不要。

当日の現地販売責任者

No.

(ふ りがな)

氏  名
生年月 日 (年齢 )

役 職

′性

男|」
住   所

(固 定・携帯電話番号 )
写真

サイズ

横 2.5×縦

3.0

枠内に貼り付け

はみ出 し飯禁

その他 従業員

NO.

(ふ りがな )

氏  名
生年月 日 (年齢 )

役職等
性

男ll
住  所
(電話番号 )

写真

)

サイズ

横 2.5×縦

3.0

枠内に貼り付け

はみ出 し厳票

(
( )

サイズ

横 2.5×縦

3.0

枠内に貼り付け

はみ出 し厳禁

)

( )

サイズ

横 2.5× 縦

3.0

枠内に貼り付け

はみ出 し厳禁

(

サイズ
横 2.5×縦

3.0

枠内に貼り付け

はみ出 し厳禁

※令和 7年 9月 26日 (金 )必着

12//16
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)

(

( )

)

( ) ( )



別紙様式第 8

売店業者臨時入門証 (台紙 )

サイズ

横 2.5×縦 3.0

枠内に貼 り付け

はみ出 し厳禁

売店業者臨時入門証

業者名

氏  名

業務隊長   印

新田原エアフェスタ2025.T

苗、当日に限る.   INO.

サイズ

横 2.5×縦 3.0

枠内に貼 り付 け

はみ出 し厳禁

売店業者臨時入門証

業者名

業務隊長   印

氏  名

新日原IアフIスタ2025、
T

前、当日に限る。   lNO.

サイズ

横 2.5×縦 3.0

枠内に貼 り付け

はみ出 し厳禁

売店業者臨時入門証

業者名

氏  名

業務隊長   印

新田原エアフェスタ2025、
T

前、当日に限る。  lNO.

サイズ

横 2.5×縦 3.0

枠内に貼 り付 け

はみ出 し厳禁

業者名

氏  名

業務隊長   印

新日原Iアフェス,2025■
7

前、当日に瞑る。  1ヽQ

サイズ

横 2.5×縦 3.0

枠内に貼 り付 け

はみ 出 し厳禁

売店業者臨時入門証

氏 名

業者名

業務隊長   印

新田原Iアフェスタ2025、
T

前、当日に限る。   lNO。

サイズ

横 2.5×縦 3.0

枠内に貼り付け

はみ出 し厳禁

売店業者臨時入門証

業者名

業務隊長   印

氏  名

新田原エアフェス,2025■
7

前、当日に限る。   1ヽ0.

※ 令 和 7年 9月 26日 (金 )必着

13,/16

売店業者臨時入門証



別紙様式第 9

基 地 乗 入 車 両 届

業者名 :

車両操縦者 車  種 色 車 両番 号

車両の大 きさ

長 さ×幅

(単位 :m)
備 考

×

×

※ 記載 された車両以外は、基地内への乗入はできません。また、違法改造等の
車両についても乗入れができません。

※ 記入に際しては、必ず車検証を確認 して下さい。「運行許可証」を発行 します
ので、記入に誤 りがある場合は、基地内への乗入ができません。

※ レンタカーを利用する場合、車両番号は事後通知で差し支えありませんが、
分かり次第速やかに通知をお願いします。

※令和 7 年 9月 26日 (金 )必着
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令和 7年 12月  日

新田原基地エアフェスタ 2025売 店委員 宛
(業 務 隊 長 )

出店 業者 名

代表者氏名

新田原基地エアフェスタ 2025売 店売上実績申告書 (12月 6日 分 )

標記 について、以下の とお り申告いた します。

売上総額

注 1)本 申告書の提出期限は、令 和 7年 12 月 24日 (水 )迄 とし、売店委員 〈厚生班長 )
へ提出 (FAX不 可)を して下さい。
※期限までに提出がない場合は、次年度以降の航空祭公募の際に書類未提出、又は
提出期限遅延の過去実績が反映されます。

注 2)本 申告は、当該様式を用いていれば、必ず しも当該用紙を用いずに各出店業者にお
いて作成 したものも可とします。

販売商品 単価 数 量 売上額

円 円

円 円

円 円

円

円
Ｉ

．

円 円

円

円 円

円 |]

円

円

円 円

円 円

円

円

円

円 円

〈
ロ

上
―
一言
ロ 円 円
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令和 7年 12月  日

新田原基地エアフェスタ 2025売 店委員 宛
(業 務 隊 長 )

出店業者名

代表者氏名

新田原基地エアフェスタ 2025売 店売上実績申告書 (12月 7日 分 )

標記 について、以下の とお り申告いた します。

売上総額

注 1)本 申告書の提 出期限は、令 和 7年 12 月 24日 (水 )迄 とし、売店委員 (厚 生班長 )

円

へ提 出 (FAX不 可)を して下 さい。
※期限までに提出がない場合は、次年度以降の航空祭公募の際に書類未提出、又は
提出期限遅延の過去実績が反映 されます。

注 2)本 申告は、当該様式を用いていれば、必ず しも当該用紙を用いずに各出店業者にお
いて作成 したものも可 とします。

販売商品 単価 数 量 売上額

円 円

円

Π
Ｉ

ロ
ー

II]

円 円

円

円

――
「

円

円
コ
ー

〈
ロ

■
―
一三
ロ

「
「
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記入例
別紙様式第 1

令和 7年 9月 11日
航空 自衛隊新 田原基地 司令 殿
(業務隊長気付 )

新 田原エアフェスタ 2025売 店 出店 申請書

にゅうた

業者名 (有 )新田
しょうてん

商店
―I-889-1492

住所 _堡塾:業_正 )宮崎塁児童郡重菫町大生新田ΩOO■0
ふ り が な

代表者名

電話 (事業_所 )0983-35-Ω _C【】Э

所 (自

=〒
:889-1492

宮崎県児湯郡新富町大字新田△△△―△

生年月 日 S31.12 2

電話 (自 宅)0983-35-△ △ △ △

携壼二重重_________⊇旦ュ三1234二ΩttX】Э
Eんと再Tτろう

※担 当者 新富 次郎

電言舌090-5678-× X× ×

新田原エアフェスタ 2025に おいて、下記のとお り売店を出店したいので必
要書類を添付して申請します。

なお、この申請書及び添付書類、並びに提出を要する全ての必要書類の記載事

項について、事実と相違ないことを誓約 します。

記

にゆうた いち
新田 一

ろう

1lB

励
名脚氏

出店 日 (いずれかに /を す る。)

日'12月 6日 (土)及び 12月 7日 (日 )
□ 12月 7日 (日 )

※両 日

※ 1日 のみ

2 提 出書類
(1)誓 約書 1(別紙様式第 2)   (7)売 店業者臨時入門証 (台紙)(別紙様式第 8)
(2)誓 約書 2(別 紙様式第 3)   (8)基 地乗入車両届 (別紙様式第 9)
(3)委任状 (別紙様式第 4)    (9)登 記簿謄本、納税証明書 (法人の場合 (そ
(4)販 売商品内訳書 (別紙様式第 5) の 3の 3))
(5)役員名簿 (別紙様式第 6)   (10)戸 籍抄本、住民票抄本、納税証明書 (個 人
(6)基 地入門者名簿 (別紙様式第 7) の場合 (そ の 3の 2))

申請の事務手続きを実施す

る方が代表者本人ではない場

合に、その担当者を記載。

代表者本人である場合は「同

上」と記載。

※ふりがなを必ず配載

申請を行う業者 、団体等の

代表者に係る記載

※ふりがなを必ず記載

住

性趾_【⊃主主



記入例
別紙様式第 2

誓  約  書  1

社

ム

．

′
ヨ

手
↑
　
立
〓

ピ

ロ
は、下記 1及 び 2の いずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約 します。
この誓約が虚偽であ り、又はこの誓約に反 したことにより、当方が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。

また、航空 自衛隊新田原基地において必要 と判断 した場合に、出店応募のために当方が

提出 した申請書類一式に記載 された、当方の個人情報一切を警察に提供することについて

同意 します。

1 新 田原エアフェスタ 2025臨 時たばこ売店の出店業者 として不適当な者
(1)法人等 (個 人、法人又は団体をい う。)の役員等 (個 人である場合はその者、法人であ
る場合は役員又は支店若 しくは営業所 (常 時契約を締結する事務所をい う。)の 代表者、

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与 している者をい う。)が 、
暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関す る法律 (平成 3年法律第 77号 )第
2条 2項 に規定する暴力団をい う。以下同 じ。)又 は暴力団員 (同 法 2条 6項 に規定す
る暴力団員をい う。以下同 じ。)で あるとき。
(2)役 員等が、自己、 自社若 しくは第二者の不正の利益を図る目的又は第二者に損害を加

える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3)役 員等が、暴力団又は暴力団員に対 して、資金を供給 し、又は便宜を供与するな ど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力 し、若 しくは関与 しているとき。

(4)役 員等が、暴力団又は暴力団員であることを知 りなが らこれを不当に利用するな どし

ているとき。

(5)役 員等が、暴力団又は暴力団員 と社会的に非難 され るべき関係 を有 しているとき。

2 新 田原エアフェスタ 2025臨 時たばこ売店の出店業者 として不適当な行為をす る者
(1)暴 力的な要求行為を行 う者

(2)法 的な責任を超 えた不当な要求行為を行 う者

(3)出 店 に関 して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行 う者

(4)偽 計又は威力を用いて航空 自衛隊新 田原基地の業務を妨害する行為を行 う者

(5)そ の他前各号に準ずる行為を行 う者

航空 自衛隊新 田原基地司令 殿

令和 7年 9月 11日

住  所 :宮崎県児湯郡新富町大字新 田000-0
ふりがな  にゅうたしょうてん
業 者 名 :(有 )新 田商店

にゅうた いちろう

新 田 ―郎

いずれかにチェックをする。

ふりがな
代表者名 :



記入例
別紙様式第 3

誓  約  書  2

新田原エアフェスタ 2025に おける売店の出店に際 し、その新田原基地の指示に従い、
関係法令 と共に次に掲げる事項を厳守 し、公序良俗に反 しないことを誓約 します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反 したことにより、出店を差 し止められる等、当

方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

1 代表者は出店に関す る全ての行為について、関係法令の定めるところにより全ての責
任を負います。

2 出店に際 して認められた 目的以外の行為は一切行いません。
3 出店の意思がな くな り、若 しくは出店が不可能 となった場合には速やかに基地側に連
絡 し指示を受けます。

4 安全管理に万全を尽 くし、火気の使用、車両の運行等について基地側の指示に従い、事
故の未然防止に努めます。

特に、ガ ソリン等の燃料油脂類を取 り扱 う場合においては使用機器の取扱説明書に記

載 された安全上の留意事項を厳守 し、細心の注意をもって取 り扱います。

5 食品を販売又は取 り扱 う場合においては、食品衛生法の定めるところにより衛生管理
に十分に配慮 し、基地側及び保健所の指導に従い食中毒の発生防止に努め、販売責任者の

責任のもと、確実に細菌検査を実施 します。

6 販売商品及び販売価格は基地側が容認す る範囲のもとし、有害な商品及び基地側が不
適 と判断するものについては販売 しません。

7 出店に際 し、基地側の施設、物品等を滅失又は破損等 した場合は、速やかに報告すると
ともに、これを現状に回復 し、又は破損等を賠償 します。

8 出店申請及び出店に関 して発生 した費用等はすべてこれを負担 します。
新 田原エアフェスタ 2025が 中止又は内容等が変更 された場合 も同様 とし、これに
よって発生 した費用、損害等について一切基地側に請求いた しません。

9 その他出店に関 して疑義を生 じた場合はその都度基地側 と協議 し、指示を受けます。

航 空 自衛 隊新 田原基地 司令 殿

令和 7年 9月 11日

住  所 :宮崎県児湯郡新富町大字新 田000-0
ふりがな  にゆうたしょうてん
業 者 名 :(有 )新 田商店

ふりがな

代表者名 :

にゅうた いちろう
新 田 ―郎



記入例 別紙様式第 4

状

新 田原エアフェスタ 2025臨 時売店代表者 殿

下記事項 について委任 します。

1 新田原エアフェスタ 2025売 店出店における国有財産 (土地)使用許可の
申請手続き等に関すること。

2 新田原エアフェスタ 2025売 店出店及びこれに関して発生した費用等諸経
費の支払い事務手続きに関すること。

令和 7年 9月 11日

ふりがな   にゅうたしょうてん
業 者 名 :(有 )新 田商 店

ふりがな  にゆうた いちろう
代表者名 :新田 ―郎

・

´

´

付委

記



記入例
別紙様式第 5

販 売 商 口 内 訳 書ロ ロ

にゅうたしょうてん

業者名 :(有 )新田商店
記入漏れに注意

NO. 販 売 商 品 販売価格
いずれかに○

備  考
陳列 会

'場

1調 J:||!

1 航空機カレンダー =E 1,2ooFl
○fil1ffi z, soo E

2 航空機プラモデル
当 日 800～ 1.500円

○
市価 1,500～ 2,000円

3 Tシャツ
当 日 800～ 1,500円

○
市価 1,500～ 2,000円

当 日 円

市価 円

当 日 円

市価 円

当 日 円

市価 円

当 日 円

市価 円

当 日 円

市価 円

円

市価 円

当 日 円

市価 円

※本用紙 は 提 出後に販売商品の確認 をす ることがあ りますので、必ずコピーな
どして控えをとるようにして下さい。

※令和 7年 9 月 26日 (金 )必着

注)こ の内訳表は、販売 された商品に対する苦情等に際 し、販売店を特定す るために使
用 しますので、全ての販売商品について記入 して下 さい。

新田原エアフェスタ2025当 日、本内訳書と販売商品の照合確認を実施 しますので、
これに記入 した商品以外の販売はご遠慮願います。 (販売商品が多い場合は、各 自で作成
されたものであっても良いですが、本様式に基づき作成 して下さい。)

当 日



役 員 名 簿

商号又は氏名 (有 )新田商店

所  在  地 宮崎県児湯郡新富町大字新田000-○

役  職1 名

(フ リガナ

氏   名

生年 月 日 性 別 住 所

代表
ニュウタ イチロウ

新 田 ― 郎
昭 和 31年 12月 2日 田

カ
宮崎県児湯郡新富町

大字新田△△△―△

記入例 別紙様式第 6

* 法人の場合は、役員又は支店若 しくは営業所の代表者及び経営に実質的に
関与している者を記載する。

団体の場合は、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を
記載する。

*

)



記入例 別紙様式第 7

基 地 入 門 者 名 簿

業者名 :

※複数枚提出の場合、当 日の販売責任者欄は 2枚 日以降の記入不要。

当 日の 記入漏れ に注意

NO.

〈ふりがな)
氏  名
生年月 日 (年齢 )

役 職

′性

男|」
住   所

(固 定・携帯電話番号 )
写真

(t:drr v\b6))

新田 ―郎

S31. 12. 2(68)

代 表 男

宮崎県児湯郡新富町大字

新田△△△一△

(0983-35-XXXX)

(090-1234-XXXX)

その他 従業員

NO.

生年月 日 (年齢 )

(ふ りがな )

氏  名 役職等

′性

男11
住   所
(電話番号 )

写真

2
(t.l!ih tl/Ja )

新田 花子

S33.  3.  3(67)

店長 女

宮崎県児湯郡新富町大字

新田 XXX― ×

4321 △ △ △ △ )( 080

O O

ヽ 、 _´ /

の二、必ず連守Lて しさ_と_だ き_ますようにお願い致します。

パート

１

２

３

４

Qヽ
′ 田

フフ

ては、受理致 しません以上 について、連守いただけない提出書類につい

(vt t+ Y6
〇  〇

新富 次郎
｀ ヽ _ン /

宮崎県児湯郡高鍋町大字

上江 □□□―□

(080-5678-△ △ △

△ )S60.  9.  1(40)

)掛け持ちなどにより、他店舗の入門申請者と重複しないように注意して下さい。

重複申請が確認された場合、その方の入門はお断りすることがあります。

また、臨時入円証の発行手続きの際に混乱を来しますので、十分な確認をお願い致します。

［
主
［

、、
′

※令和 7年 9月 26日 (金 )必着

1

【写真を貼付する際の注意事項】

紙印刷不可、スナップ切 り抜き不可及びプリクラ等不可 とします。

写真の構図は、正面、無帽、背景な し、肩か ら上であることとします。

写真の寸法を厳守 して下 さい。



記入例 別紙様式第 8

売店業者臨時入門証 (台紙 )

作 成 要 領 【重 要 】
・ 顔写真を貼 り付 け、業者 名、氏名を明記して下さい。(※ Na欄 は絶対に記入しない。)
・ 必要事項を記入し、写真を貼付 した後、決して切 り離さずに提 出して下さい。

その他 の事 項
・ 提 出後 、出店の有無に関わらず写真の返納 は致しませんのでご承知おき下さい。
・ 本証 は、事前説 明会 開催 の際に配 布し、配布 以降の人 員の追加 及び変更 は認めま

せんのでご承知 おき下さい。
・ 本証 は、首からの吊り下 げるタイプのケースに入れて、当 日持参することとなります。
・ 本証 は、当 日に身分が確 認できるように首から下 げていただくこととなります。

記 入上 な

O O

ヽ 、 _ン ノ

売店業者臨時入門証

業者碁 有 )新 田商 店

業務隊長 印

新田原エアフIス

'2025.Tの前.当 日に限る。  lNO.

f affifr lt+
O 10

ヽ ヽ_´ /

記 入 ヒな

売店業者臨時入門証

業者名(有 )新田商店

業務隊長   印

新田原Iアフェス,2025、 T
の前、当日に限る。  lNO。

氏 名新田 ―郎

記入 しな新日原Iアフェスタ2

の前、当日に限る。

サイズ

横 2.5×縦 3.0

売店業

氏

業

NO.
新田原エアカスタ2025

の前、当日に霰る。

【写真を貼付する際の注意事項】

1 写真は証明写真とします。
紙印刷不可、スナップ切 り抜き不可及びプリクラ等不可

とします。

2 写真の構図は、正面、無帽、背景なし、肩から上であるこ
ととします。

3 写真の寸法を厳守 して下さい。
4 別紙様式第 8「基地入門者名簿」に使用 した写真と異な
るものは不可とします。

5 以上について、連守いただけない提出書類については、
受理致しませんので、必ず連守していただきますようにお

願い致 します。

サイズ

横 2.5×縦 3.0

枠内に貼り付け

はみ出 し厳禁 業務隊長   印

売店業

新田原エアフェス,2025

の前、当日に限る。

※全正口7生 9_月 26日 (金 )必着

記 入 L:な

枠内 に貼 り付 け

はみ出 し厳禁

はみ出 し厳禁 業務隊長   印



別紙様 式 第 9

基 地 乗 入 車 両 届

にゅうたしょうてん

業者名 :(有 )新田商店

車両操縦者 車  種 色 車両番号

車両の大きさ

長 さ×幅
(単位 :m)

備 考

新田 ―郎 ト
ヨタ

ハイエース
白
宮崎 400
ほ 99-99

4.33× 1.64

×

※ 記載 された車両以外 は、基地内への乗入はできません。 また、違法改造等 の
車両について も乗入れができません。

※ 記入 に際 しては、必ず車検証 を確認 して下 さい。「運行許可証」を発行 します
ので、記入に誤 りがある場合 は、基地内への乗入ができませ ん。

※ レンタカーを利用する場合、車両番号は事後通知で差し支えありませんが、
分かり次第速やかに通知をお願いします。

記入例

記入漏れ に注意

※令和 7 年 9月 26日 (金 )必着



記入例 令和 7年 12月  12日

新田原基地エアフェスタ 2025売 店委員 宛
(業 務 隊 長 )

出店業者名 (有 )新 田商店

代表者氏名 新田 ―郎

新田原基地エアフェスタ 2025売 店売上実績申告書 (12月 6日 分 )

標記 について、以下の とお り申告いた します。

売上総額 85,800円
販売商品 単価 数 量 売上額

航空機カレンダー 1.200円 11 13,200円

航空機プラモデル 800円 11 8,800円

航空機プラモデル 1,000円 ¬ 1 ¬1,000円

航空機プラモデル 1,500円 11 16.500円

Tシャツ 800円 11 8.800円

Tシャツ 1,000円 1¬ 11,000円

Tシャツ 1.500円 11 ¬6,500円

― 以 下 余 白 ― 円 円

円 円

円 円

「
1 円

F] 円

ロ

ー

円 円

円
ロ

ー

円

円

′、
ロ 計 H] 85,800円

注 1)本 申告書の提出期限は、令和 L生 12月 24日 (左)_迄 とし、売店委員 (厚生班長 )
へ提出 (FAX不 可)を して下さい。
※期限までに提出がない場合は、次年度以降の航空祭公募の際に書類未提出、又は
提出期限遅延の過去実績が反映 されます。

注 2)本 申告は、当該様式を用いていれば、必ず しも当該用紙を用いずに各出店業者にお
いて作成 したものも可とします。



記入例 令和 7年 12月  2日

新田原基地エアフェスタ 2025売 店委員 宛
(業 務 隊 長 )

出店業者名 (有 )新 田商店

代表者氏名 新田 ―郎

新田原基地エアフェスタ 2025売 店売上実績申告書 (12月 7日 分 )

標記 について、以下の とお り申告いた します。

売上総額 93,600円
販売商品 単価 数 量 売上額

航空機カレンダー 1.200円 12 14,400円

航空機プラモデル 800円 12 9,600円

航空機プラモデル 1,000円 12 12,000円

航空機プラモデル 1,500円 12 18,000円

Tシャツ 80011] 12 9.600円

Tシャツ 1,000円 ¬2.000円

Tシャツ 1.500円 18.000円

― 以 下 余 白 一 円 円

Fi 円

円
「

―

円 円

円 円

円 円

円 111

「 〕 円

円 円

「 1 円

合  計 円 93,600円

注 1)本 申告書の提出期限は、全二重蟹≧≧旦』.2=L聖■埜と璽とし、売店委員 (厚生班長 )
へ提出 (FAX不 可)を して下さい。
※期限までに提出がない場合は、次年度以降の航空祭公募の際に書類未提出、又は

提出期限遅延の過去実績が反映 されます。

注 2)本 申告は、当該様式を用いていれば、必ず しも当該用紙を用いずに各出店業者にお
いて作成 したものも可 とします。
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